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2022年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

○財政健全化法とは？ 

財政健全化法とは、平成 19年度より施行され、自治体の財政破たんを未然に防ぐため、国が

財政状況をより詳しく把握し、悪化した団体に対して早期に健全化を促すための法律です。 

なお、基準を超えた場合には財政再建に取り組まなければなりません。 

 

従来の再建法制                     財政健全化法 

（例）病気になるまで放って            （例）健康診断を行うなど「予防」・ 

おいて、病気にかかってから           「注意喚起」の段階が加わり、病気 

対処する                       になる前に対応できるようにする 

 

  

○財政の健全度を判断するには？ 

以下の項目で判断します。 （★・・・三好市の数値）  

   
 

 

    

 健全財政     財政悪化 
       

   早期健全化段階 再生段階 

 0%          

①実質赤字比率 ★（-％）   12.92%～   20.0%～   

②連結実質赤字比率 ★（-％）   17.92%～   30.0%～   

③実質公債費比率 ★（6.6％） 25.0%～   35.0%～   

④将来負担比率 ★（-％） 350%～      

⑤資金不足比率 ★（-％）   20.0%～      

          

  早期健全化基準(※１) 財政再生基準（※２）    

 

  

 

 

        

 

 

 

（※１）早期健全化基準・・・財政悪化の状態が「黄色信号」。破たん防止の措置であり、自治体は自

主的に財政再建に取り組む。 

（⑤については公営企業における経営健全化基準）     

（※２）財政再生基準 ・・・財政悪化の状態が「赤信号」。国の管理のもとで財政再建に取り組む。 

 

  

イエローカード 
レッドカード 
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①  実質赤字比率とは・・・  

普通会計（※３参照）の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す比率。 

 

◆三好市の 2022年度決算における算定結果は、実質収支額（当該年度に属すべき収入と支出の

実質的な差額）が 1,025,455千円の黒字（標準財政規模に占める割合は 7.74%の黒字）となっ

ており、実質赤字比率は昨年度と同様出ていません。 

 

標準財政規模 

地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模。 

  自治体の財布の大きさを表す重要な指標のひとつ。（2022年度：13,248,548千円） 

 

 

② 連結実質赤字比率とは・・・ 

全会計（※３参照）の赤字や黒字を合算し、自治体としての赤字の程度を指標化し、財政運営

の深刻度を示す比率。 

 

◆三好市の 2022年度決算における算定結果は、2,342,726千円（標準財政規模に占める割合は

17.68%の黒字）となり、連結実質赤字比率は昨年と同様出ていません。 

 

 

（※３） 

全会計 

 

普通会計                 公営事業会計         公営企業会計 

                 

一般会計         国民健康保険事業            簡易水道事業  

土地取得事業      後期高齢者医療事業          農業集落排水事業 

                                          浄化槽事業 

            水道事業 

           三野病院事業 
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③ 実質公債費比率とは・・・ 

自治体の「財布」から、「借金返済」にどれだけ充てられているかを示す比率。  

（公債費・・・借りたお金を返すための返済金） 

 

◆三好市の 2022年度決算における算定結果は、6.6%(3年間平均）と昨年度と比較すると 0.1 

ﾎﾟｲﾝﾄ改善しました。 

 

 

      

実質公債費比率が高い                   

※家庭に例えると家計に           財政の硬直化 

占めるローン返済の割合が高い        ※自由に使えるお金が少ない 

 

 

 

 この数値が 18%を超えると・・・        

 

 

○「公債費負担適正化計画」の策定。 

借金返済の負担の割合を適正に管理することを目標として策定する計画。 

 

○自治体がお金を借りる時に、国・県からの許可が必要。 
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④ 将来負担比率とは・・・ 

一般会計の借金や、将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、

将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す比率。 

       

◆三好市の 2022年度決算における算定結果は、返済に充当できる基金などが負担すべき債務を

上回ったことにより、昨年度と同様、比率はでていません。 

 

将来負担するもの・・・39,525,562千円 

・地方債（三好市の借金）の返済や企業会計（上記※３参照）等への借金返済分の補助 

①  金など  

・現時点で市職員全員が退職したと仮定した場合の退職手当負担見込み等 

 

軽減されるもの・・・47,826,837千円 

・基金（三好市の貯金） 

② ・公営住宅使用料等のように、借金返済のために使われる財源 

・借金の返済に対する国からの交付見込額 

 

【将来負担比率の算式 】 

 

① 将来負担するもの       ②軽減できるもの 

39,525,562千円         47,826,837千円             

                                                            100          －% 

標準財政規模          借金に対する 

13,248,548千円                 交付税措置見込額 

2,800,434千円 
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⑤ 資金不足比率とは・・・ 

各公営企業（上記※３参照）の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入等と比較して

指標化し、経営状況の深刻度を示す比率。 

 

◆2022年度決算においては、各公営企業とも資金不足比率は昨年度と同様、比率はでていませ

ん。 

 

 

結果 

以上の５つの項目うち①～④の指標により、三好市財政が健全であるかどうかをチェックし

てきましたが、どの項目もイエローカードである早期健全化基準に満たないことがわかりまし

た。 

また、⑤の指標による各公営企業会計も経営健全化基準に満たない状況ですが、全ての会計

とも一般会計からの繰入金により経営を維持している状況です。 

 

今後 

将来的な地方交付税の減少を見据え、自主財源の確保と事務事業の見直しなどにより引続き

財政の健全化が必要です。 

 

 

 

 

参考 各指標の前年度対比 

項  目 2022年度 2021年度 増 減 

① 実質赤字比率 － －  

② 連結実質赤字比率 － －  

③ 実質公債費比率 6.6 6.7 -0.1% 

④ 将来負担比率 － -  

⑤ 資金不足比率（上水道事業） － －  

〃       (病院事業) － －  

〃     （簡易水道事業） － －  

〃   （農業集落排水事業） － －  

〃      （浄化槽事業） － －  

   ※①②④⑤については、赤字額及び将来負担額等がなかったため算定されず「－」と記載しています。 

 

 


